
第６次ＮＡＣＣＳにおける原産地証明書識別のコード体系（接続試験）

原産地証明書識別コード体系

※「Ｏ（オー）」以外は、提出猶予申請を
行う場合を含む

原産地（申告）種別

ＷＫ 国定・ＷＴＯ協定

ＧＳ 一般特恵

ＳＧ 日シンガポール経済連携協定

ＭＸ 日メキシコ経済連携協定

ＭＹ 日マレーシア経済連携協定

ＰＨ 日フィリピン経済連携協定

ＣＬ 日チリ経済連携協定

ＴＨ 日タイ経済連携協定

ＢＮ 日ブルネイ経済連携協定

ＩＤ 日インドネシア経済連携協定

ＶＮ 日ベトナム経済連携協定

ＣＨ 日スイス経済連携協定

ＩＮ 日インド包括的経済連携協定

ＰＥ 日ペルー経済連携協定

ＡＵ 日オーストラリア経済連携協定

ＡＳ 日アセアン包括的経済連携協定

原産地証明者等区分

Ｔ
輸出国当局が発給した原産地証明書（第
三者証明）

Ａ
認定輸出者による自己証明
（原産地申告）

Ｐ 製造者による原産品申告書

Ｅ 輸出者による原産品申告書

Ｉ 輸入者による原産品申告書

Ｏ 原産地証明書等の提出が不要な場合

原産地証明書識別（４桁）の体系 ＝ 原産地（申告）種別（２桁）＋ 原産地証明者等区分（１桁）＋ 貨物の種類（１桁）

貨物の種類

一
般
特
恵

Ａ
自国関与品（暫定令26条第２項該当）で、かつ、累積（暫定令26条第３項）適用
【ＣＯ等、自国関与証明書及び累積加工製造証明書を提出】

Ｊ
自国関与品（暫定令26条第２項該当）で、かつ、累積（暫定令26条第３項）非適
用【ＣＯ等及び自国関与証明書を提出】

Ｂ
自国関与品（暫定令26条第２項該当）以外で、かつ、累積（暫定令26条第３項）
適用【ＣＯ等及び累積加工製造証明書を提出】

Ｐ
自国関与品（暫定令26条第２項該当）以外で、かつ、累積（暫定令26条第３項）
非適用【ＣＯ等を提出】

Ｃ
税関長が貨物の種類又は形状によりその原産地が明らかであると認めた貨物【ＣＯ
等提出なし】

Ｔ 少額貨物扱い【ＣＯ等提出なし】

Ｍ
特恵用原産地証明書の提出猶予申請を行う貨物

Ｅ
Ｐ
Ａ

１
ＥＰＡ関税割当品目で、ＥＰＡ関割証明書及び原産地証明書（若しくは原産品申告
書）の提出があるもの【ＥＰＡ関割証明書及びＣＯ等を提出】

２
ＥＰＡ関税割当品目でＥＰＡ関割証明書があり、少額扱い貨物【ＥＰＡ関割証明書
提出、ＣＯ等提出なし】

３
ＥＰＡ関税割当品目で、税関長が貨物の種類又は形状によりその原産地が明らかで
あると認めた貨物【ＥＰＡ関割証明書提出、ＣＯ等提出なし】

４
ＥＰＡに基づく原産地証明書（若しくは原産品申告書）の提出がある貨物【ＣＯ等
を提出】

５ 少額扱い貨物【ＣＯ等提出なし】

６
税関長が貨物の種類又は形状によりその原産地が明らかであると認めた貨物【ＣＯ
等提出なし】

７
ＥＰＡに基づく原産地証明書（若しくは原産品申告書）の提出猶予申請を行う貨物

国
定

Ｗ
Ｔ
Ｏ
協
定

Ｇ
協定用原産地証明書の提出がある貨物【ＣＯ等を提出】

Ｒ 貨物、インボイス等により原産地が確認できる貨物【ＣＯ等提出なし】

Ｓ
輸入割当等公表告示三－８に規定する原産地証明書がある貨物【ＣＯ等を提出】

Ｎ 原産地が確認できない貨物【ＣＯ等提出なし】原産地証明書識別コード 簡易入力コード

1 ＷＫＯＲ Ｒ

2 ＷＫＯＮ Ｎ

下表の原産地証明書識別コードについては、

簡易入力コードでの入力が可能

当該コードは接続試験用であり、今後変更される場合がございます


